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境界確認書 

 

法務一郎（以下「甲」という。）と法務次郎（以下「乙」という。）とは、

土地の境界に関し令和７年５月１０日現地において立会いし、次のとおり確

認した。 

 

１ 境界を確認した土地の表示 

 ⑴ 甲の土地 千代田区麹町●丁目１番 

 ⑵ 乙の土地 千代田区麹町●丁目２番 

 

２ 甲及び乙の土地の境界の状況 

  別紙測量図の朱線部分（Ａ－Ｂ間）のとおり 

 

以上のとおり、境界を確認したことを証するため、本確認書を２通作成し、

甲乙各１通を保有する。 

令和７年５月 10日 

 

甲 住所 

  氏名  法務一郎  ㊞ 

 

乙 住所 

  氏名  共有者代表 法務次郎  ㊞ 

 

別紙測量図（省略） 

 

 


